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�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
解
除
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…
�

○
鳥
獣
捕
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等
事
業
軽
微
変
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…
…
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…
…
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環
境
局
自
然
環
境
部
計
画
課
）…
�

○
家
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（
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…
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…
…
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…
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…
…
…（
産
業
労
働
局
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証
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…
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…
…
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…
…
…
…（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
農
業
振
興
課
）…
�

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
）…
�

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
の
指
定
の
解
除
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
河
川
部
指
導
調
整
課
）…
�

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
内
容
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
教
育
委
員
会
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公

告

○
優
良
映
画
等
の
推
奨
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…（
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
都
民
安
全
推
進
部
若
年
支
援
課
）…
�

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
（
二

件
）
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
）…
�

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
九
十
四
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
四
年
東
京
都
告
示
第
六
百
十
九
号
に

よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
大
田
区
大
森
北
五

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

ひ

に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

砒
素
及
び
そ

の
化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

四

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
九
十
五
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十

八
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
の
軽
微
な
変
更
の

届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
十
八
条
の
七
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

当
該
届
出
を
し
た
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示

す
る
。令

和
四
年
十
二
月
二
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
名
称

綜
合
警
備
保
障
株
式
会
社

二

鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
住
所

港
区
元
赤
坂
一
丁
目
六
番
六
号

三

鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役
社
長

栢
木

伊
久
二

◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
九
十
六
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第

十
三
条
第
一
項
に
基
づ
く
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

家
畜
伝
染
病
の
種
類

豚
熱

二

家
畜
の
種
類

い
の
し
し

三

患
畜
又
は
疑
似
患
畜
の
区
分
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患
畜

四

発
生
頭
数

一
頭

五

発
生
場
所

小
平
市

六

発
生
年
月
日

令
和
四
年
十
一
月
十
九
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
九
十
七
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第

十
三
条
第
一
項
に
基
づ
く
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

家
畜
伝
染
病
の
種
類

豚
熱

二

家
畜
の
種
類

い
の
し
し

三

患
畜
又
は
疑
似
患
畜
の
区
分

疑
似
患
畜

四

発
生
頭
数

五
頭

五

発
生
場
所

小
平
市

六

発
生
年
月
日

令
和
四
年
十
一
月
十
九
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
九
十
八
号

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
四
条

第
一
項
本
文
の
規
定
に
基
づ
き
種
畜
証
明
書
を
次
の
と
お
り
交
付
し

た
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
八
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
九
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条

の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ

る
の
で
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

八
王
子
市
美
山
町
二
一
六
一
番
一
及
び
同
番
三
一

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該

立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で

定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
東
京
都
産

業
労
働
局
農
林
水
産
部
及
び
八
王
子
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。
）

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
百
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
六
項
及

び
第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
三
十
年
東
京
都
告
示
第

八
百
七
号
に
よ
り
指
定
し
た
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特

別
警
戒
区
域
の
う
ち
、
別
表
に
掲
げ
る
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
及
び
大
田
区
役
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
千
六
百
一
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及

び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
の
と
お
り
土
砂
災
害
警

戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
及
び
大
田
区
役
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
百
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十

一
条
の
二
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
の
内

容
を
変
更
し
た
の
で
、
東
京
都
会
計
事
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東

京
都
規
則
第
八
十
八
号
）
第
三
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
納
付
受
託
者
の
名
称
、
住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

三
井
住
友
カ
ー
ド
株
式
会
社

江
東
区
豊
洲
二
丁
目
二
番
三
十
一
号
Ｓ
Ｍ
Ｂ
Ｃ
豊
洲
ビ
ル

二

変
更
前
の
指
定
納
付
受
託
者
に
納
付
さ
せ
る
歳
入
の
内
容

教
育
職
員
免
許
法
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
東
京
都
条

例
第
七
十
五
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
手
数
料
、
東
京
都
事
務
手

数
料
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
東
京
都
条
例
第
三
十
号
）
第
二
条
第

一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
資
格
又
は
履
歴
に
関
す
る
証
明
の
う
ち

教
育
職
員
免
許
状
授
与
証
明
書
に
関
す
る
手
数
料
及
び
東
京
都
立

学
校
の
授
業
料
等
徴
収
条
例
（
昭
和
二
十
二
年
東
京
都
条
例
第
九

十
一
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
東
京
都
立
高
等
学
校
の
証
明
書
手

数
料

三

変
更
後
の
指
定
納
付
受
託
者
に
納
付
さ
せ
る
歳
入
の
内
容

教
育
職
員
免
許
法
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
東
京
都
条

例
第
七
十
五
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
手
数
料
、
東
京
都
事
務
手

数
料
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
東
京
都
条
例
第
三
十
号
）
第
二
条
第

一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
資
格
又
は
履
歴
に
関
す
る
証
明
の
う
ち

教
育
職
員
免
許
状
授
与
証
明
書
に
関
す
る
手
数
料
、
東
京
都
立
学

校
の
授
業
料
等
徴
収
条
例
（
昭
和
二
十
二
年
東
京
都
条
例
第
九
十
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一
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
東
京
都
立
高
等
学
校
の
証
明
書
手
数

料
及
び
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
に
基
づ
き
東
京
都
教
育
委
員

会
が
行
う
事
務
に
係
る
手
数
料
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
東

京
都
条
例
第
七
十
六
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
手
数
料

四

変
更
日

令
和
四
年
十
二
月
一
日

公

告

優
良
映
画
等
の
推
奨
に
つ
い
て

東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年

東
京
都
条
例
第
百
八
十
一
号
）
第
五
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
青

少
年
を
健
全
に
育
成
す
る
上
で
有
益
で
あ
る
も
の
と
し
て
、
次
の
と

お
り
推
奨
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

推
奨
番
号

種
類

名

称

制
作
者
等

推
奨
理
由

四
八
〇

映
画

注
文
に
時
間

が
か
か
る
カ

フ
ェ－

僕
た

ち
の
挑
戦－

奥
村

安
莉

沙

青
少
年
を
健
全

に
育
成
す
る
上

で
有
益
で
あ
る

と
認
め
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
四
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業

労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

赤
羽
駅
北
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

二

店
舗
所
在
地

北
区
赤
羽
一
丁
目
六
十
七
番
五
十
八
号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
ア
ー
ル
東
日
本
都
市

開
発

四

設
置
者
住
所

渋
谷
区
代
々
木
二
丁
目
二
番
二
号

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

出
口

秀
已

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

根
本

英
紀

七

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

敷
島
製
パ
ン
株
式
会
社
ほ
か
八
名

八

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

敷
島
製
パ
ン
株
式
会
社
ほ
か
十
五
名

九

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
ニ
ュ
ー
・
ク
ィ
ッ
ク
ほ
か
四

名

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
住
所

神
奈
川
県
藤
沢
市
辻
堂
二
丁
目
七
番
一

号
湘
南
パ
ー
ル
ビ
ル
六
階
（
株
式
会
社

ニ
ュ
ー
・
ク
ィ
ッ
ク
）
ほ
か

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
住
所

中
央
区
日
本
橋
馬
喰
町
一
丁
目
十
四
番

五
号
日
本
橋
Ｋ
ビ
ル
九
階
（
株
式
会
社

ニ
ュ
ー
・
ク
ィ
ッ
ク
）
ほ
か

十
二

変
更
前
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

清
水

富
士
雄
（
株
式
会
社
ニ
ュ
ー
・

ク
ィ
ッ
ク
）
ほ
か

十
三

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

池
野

賢
司
（
株
式
会
社
ニ
ュ
ー
・
ク

ィ
ッ
ク
）
ほ
か

十
四

変
更
日

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日
ほ
か

十
五

届
出
日

令
和
四
年
十
一
月
二
十
五
日

十
六

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
七

縦
覧
期
間

令
和
四
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
令
和
五

年
四
月
二
十
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京

都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年

東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日

を
除
く
。

十
八

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

ア
ク
ロ
ス
モ
ー
ル
八
王
子
み
な
み
野

二

店
舗
所
在
地

八
王
子
市
み
な
み
野
一
丁
目
二
番
一
号

三

設
置
者
名

三
菱
Ｈ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
五
番
一
号

五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
Ｂ
Ａ
Ｎ
Ｋ
Ａ
Ｎ
わ
も
の
や
ほ

か
十
一
名

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
Ｂ
Ａ
Ｎ
Ｋ
Ａ
Ｎ
わ
も
の
や
ほ

か
十
四
名

七

変
更
日

令
和
四
年
九
月
二
十
八
日
ほ
か

八

届
出
日

令
和
四
年
十
一
月
二
十
九
日

九

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十

縦
覧
期
間

令
和
四
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
令
和
五

年
四
月
二
十
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京

都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年

東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
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を
除
く
。

十
一

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

イ
ー
ア
ス
高
尾

二

店
舗
所
在
地

八
王
子
市
東
浅
川
町
五
百
五
十
番
地
一

三

設
置
者
名

大
和
ハ
ウ
ス
工
業
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

大
阪
府
大
阪
市
北
区
梅
田
三
丁
目
三
番

五
号

五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
三
和
ほ
か
六
十
二
名

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
三
和
ほ
か
六
十
六
名

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

日
本
ト
イ
ザ
ら
ス
株
式
会
社
ほ
か
十
二

名

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
住
所

新
宿
区
西
新
宿
八
丁
目
十
七
番
一
号

（
コ
ネ
ク
シ
オ
株
式
会
社
）

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
住
所

港
区
虎
ノ
門
四
丁
目
一
番
一
号
（
コ
ネ

ク
シ
オ
株
式
会
社
）

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

ア
ン
ド
レ
・
ア
ー
チ
ー
・
ジ
ェ
イ
ブ
ス

（
日
本
ト
イ
ザ
ら
ス
株
式
会
社
）
ほ
か

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

テ
イ
ラ
ー
・
リ
チ
ャ
ー
ド
・
コ
リ
ン

（
日
本
ト
イ
ザ
ら
ス
株
式
会
社
）
ほ
か

十
二

変
更
日

令
和
四
年
七
月
十
五
日
ほ
か

十
三

届
出
日

令
和
四
年
十
二
月
一
日

十
四

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
五

縦
覧
期
間

令
和
四
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
令
和
五

年
四
月
二
十
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京

都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年

東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日

を
除
く
。

十
六

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

京
王
ス
ト
ア
め
じ
ろ
台
店

二

店
舗
所
在
地

八
王
子
市
め
じ
ろ
台
一
丁
目
九
番
地
二

三

設
置
者
名

株
式
会
社
京
王
ス
ト
ア

四

設
置
者
住
所

多
摩
市
関
戸
一
丁
目
十
一
番
地
一

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

川
瀬

明
伸

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

川
田

裕
史

七

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
京
王
ス
ト
ア

八

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
京
王
ス
ト
ア
ほ
か
一
名

九

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
京
王
ス
ト
ア

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

川
瀬

明
伸

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

川
田

裕
史

十
二

変
更
日

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日
ほ
か

十
三

届
出
日

令
和
四
年
十
一
月
二
十
九
日

十
四

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
五

縦
覧
期
間

令
和
四
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
令
和
五

年
四
月
二
十
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京

都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年

東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日

を
除
く
。

十
六

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
四
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業

労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

京
王
ス
ト
ア
め
じ
ろ
台
店

二

店
舗
所
在
地

八
王
子
市
め
じ
ろ
台
一
丁
目
九
番
地
二

三

設
置
者
名

株
式
会
社
京
王
ス
ト
ア

四

設
置
者
住
所

多
摩
市
関
戸
一
丁
目
十
一
番
地
一

五

変
更
前
の
駐
車
場
の

位
置
及
び
収
容
台
数

隔
地

三
十
九
台

六

変
更
後
の
駐
車
場
の

隔
地

十
二
台
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位
置
及
び
収
容
台
数

七

変
更
前
の
来
客
が
駐

車
場
を
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
八
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
十
時
十

五
分
ま
で

八

変
更
後
の
来
客
が
駐

車
場
を
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
八
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
十
時
十

五
分
ま
で

九

変
更
前
の
駐
車
場
の

自
動
車
の
出
入
口
の

数
及
び
位
置

二
箇
所

隔
地

十

変
更
後
の
駐
車
場
の

自
動
車
の
出
入
口
の

数
及
び
位
置

一
箇
所

隔
地

十
一

変
更
日

令
和
五
年
七
月
三
十
日

十
二

届
出
日

令
和
四
年
十
一
月
二
十
九
日

十
三

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
四

縦
覧
期
間

令
和
四
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
令
和
五

年
四
月
二
十
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京

都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年

東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日

を
除
く
。

十
五

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。
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